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審決 

 

不服２０１９－２３０９ 

 

 （省略） 

 請求人 アスフェリコン ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツ

ング 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 特許業務法人みのり特許事務所 

 

 

 特願２０１５－９４７２５号「光学素子の表面の偏心及び傾きを測定するた

めの方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成２７年１２月１０日出願公開、

特開２０１５－２２２２５２号〕について、次のとおり審決する。 

 

 結論 

 本件審判の請求は、成り立たない。 

 

 理由 

第１ 手続の経緯  

 本願は、２０１５年（平成２７年）５月７日（パリ条約による優先権主張 

外国庁受理２０１４年５月８日 ドイツ連邦共和国）を出願日とする外国語書

面出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 

 

 平成２７年７月３日    ：翻訳文提出 

 平成３０年２月１９日付け ：拒絶理由通知書 

 平成３０年５月３０日   ：意見書、手続補正書提出 

 平成３０年１０月１９日付け：拒絶査定（以下、「原査定」という。） 

 （査定の謄本の送達日   ：平成３０年１０月２４日） 

 平成３１年２月２０日   ：審判請求書提出 

 

 

第２ 本願発明  

 本願の請求項１～１１に係る発明（以下、それぞれ「本願発明１」～「本願

発明１１」といい、これらを総称して「本願発明」という。）は、平成３０年

５月３０日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項

１～１１に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。 

 

「【請求項１】 

 光学素子（１）の表面の偏心（Ｄ）及び傾き（Ｖ）を測定するための方法で

あって、 

－前記光学素子（１）の表面の少なくともすべての光学的に使用される表面部
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分及びフレームに当たる表面部分（１．１から１．５）、及び、光学素子（１）

の参照面が、その全面にわたって採録され、共通の座標系で互いに参照され、 

－前記表面部分（１．１から１．５）及び参照面の各々の表面形状偏差が、前

記光学素子（１）のために保存された、各々の意図された表面に対して算定さ

れ、 

－前記表面部分（１．１から１．５）及び参照面の各々の位置が、前記共通の

座標系で、前記表面形状偏差の各々から確定され、 

－少なくとも一つの傾き（Ｖ）及び少なくとも一つの偏心（Ｄ）が、座標系に

おける前記各表面部分（１．１から１．５）及び参照面の形状に応じた位置か

ら、算定される、方法。 

【請求項２】 

－採録のために、前記光学素子（１）の前記表面部分（１．１から１．５）及

び参照面の上に、少なくとも一つの規定のパターンが投影され、 

－前記表面部分（１．１から１．５）、参照面及び前記少なくとも一つの投影

されたパターンが光学的に採録され、 

－前記表面部分（１．１から１．５）及び参照面の形状が、前記少なくとも一

つの規定のパターンの、前記表面部分（１．１から１．５）及び参照面の形状

から生じる意図されたパターンからの偏差に基づいて算定される、 

請求項１に記載の方法。 

【請求項３】 

前記すべての表面部分（１．１から１．５）及び参照面の採録が、同時に実行

される、請求項２に記載の方法。 

【請求項４】 

－少なくとも一つの距離測定センサが、前記光学素子（１）の前記表面部分

（１．１から１．５）及び参照面を採録するように、前記表面部分（１．１か

ら１．５）及び参照面にわたる移動軸に沿って直線的に動かされ、対応する表

面部分（１．１から１．５）又は参照面と距離測定センサとの間の距離が決定

され、 

－前記対応する表面部分（１．１から１．５）と参照面のらせん状の全面スキ

ャンが実行されるように、前記光学素子（１）が、前記距離測定センサの前記

移動軸に実質的に垂直に延在する回転軸の周りを同時に回転する、 

請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。 

【請求項５】 

前記少なくとも一つの距離測定センサは、各測定ポイントで、当該センサの光

軸がそれぞれ測定される参照面と表面部分（１．１から１．５）に垂直に延在

するように配置されている、 

請求項４に記載の方法。 

【請求項６】 

光学素子（１）の表面の偏心（Ｄ）と傾き（Ｖ）を測定するための装置（２）

であって、 

－前記光学素子（１）の表面の少なくともすべての光学的に用いられまたフレ

ームに当たる表面部分（１．１から１．５）、及び、前記光学素子（１）の参
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照面を採録するための少なくとも一つの測定ユニット（２．１、２．２）、 

－前記採録された表面部分（１．１から１．５）及び参照面をそれぞれ関連の

意図された表面と比較するための、また、光学素子（１）のために保存された

意図された表面に対する前記表面部分（１．１から１．５）及び参照面の表面

形状偏差を算定するための、共通の座標系において前記表面部分（１．１から

１．５）及び参照面を参照するための少なくとも一つの評価ユニット（２．３）

を含み、 

－共通の座標系における前記表面部分（１．１から１．５）及び参照面の位置

が、各表面形状偏差から各々算出可能であり、 

－少なくとも一つの傾き（Ｖ）及び少なくとも一つの偏心（Ｄ）が、共通の座

標系における各表面部分（１．１から１．５）及び参照面の形状に応じた位置

から算出可能である、装置。 

【請求項７】 

－少なくとも一つの規定のパターンを前記表面部分（１．１から１．５）及び

参照面上に投影するための、少なくとも一つの投影ユニット（２．１．３、２．

２．３）、 

－前記表面部分（１．１から１．５）及び参照面、及び少なくとも一つのパタ

ーンを採録するための少なくとも一つの光学レジストレーションユニット（２．

１．１、２．１．２、２．２．１、２．２．２）、 

－前記表面部分（１．１から１．５）及び参照面の形状から生じる意図された

パターンからの、少なくとも一つの規定のパターンの偏差から、前記表面部分

（１．１から１．５）及び参照面の形状を算定するための評価ユニット（２．

３）、 

を特徴とする、請求項６に記載の装置（２）。 

【請求項８】 

－前記光学素子（１）を受けるための収容ユニット（２．５）が備えられ、－

２つの測定ユニット（２．１、２．２）が備えられ、各々が、前記表面部分

（１．１から１．５）及び参照面上に少なくとも一つの規定のパターンを投影

するための少なくとも一つの投影ユニット（２．１．３、２．２．３）を含み、

また、 

－前記表面部分（１．１から１．５）及び参照面、及び、少なくとも一つのパ

ターンを採録するための少なくとも２つの光学レジストレーションユニット

（２．１．１、２．１．２、２．２．１、２．２．２）、 

－前記表面部分（１．１から１．５）及び参照面の形状から生じる意図された

パターンからの、少なくとも一つの規定されたパターンの偏差から、表面部分

（１．１から１．５）及び参照面の形状を算定するために備えられた評価ユニ

ット（２．３）を含み、 

－前記投影ユニット（２．１．３、２．２．３）の一つは、前記収容ユニット

（２．５）の上に配置されており、前記投影ユニット（２．１．３、２．２．

３）の一つは、前記収容ユニット（２．５）の下に配置されており、 

－前記光学レジストレーションユニット（２．１．１、２．１．２、２．２．

１、２．２．２）の少なくとも一つは収容ユニット（２．５）の上に設置され
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ており、前記光学レジストレーションユニット（２．１．１、２．１．２、２．

２．１、２．２．２）の少なくとも一つは収容ユニット（２．５）の下に設置

されており、 

－前記光学レジストレーションユニット（２．１．１、２．１．２、２．２．

１、２．２．２）は、前記表面部分（１．１から１．５）及び参照面が同時に

光学的に採録可能なようにされている、 

請求項６又は７に記載の装置。 

【請求項９】 

－前記少なくとも一つの光学レジストレーションユニット（２．１．１、２．

１．２、２．２．１、２．２．２）がステレオカメラであり、 

－前記評価ユニット（２．３）が前記ステレオカメラによって採録された画像

データの立体的な評価のために備えられている、 

請求項７又は８に記載の装置（２）。 

【請求項１０】 

－前記測定ユニット（２．１、２．２）は、前記光学素子（１）の前記表面部

分（１．１から１．５）及び参照面を採録するための少なくとも一つの距離測

定センサを含み、 

－当該距離測定センサは、移動軸に沿って前記表面部分（１．１から１．５）

及び参照面にわたって直線的に移動可能であり、また、対応する表面部分（１．

１から１．５）又は参照面と前記距離測定センサの間の距離を定めるために備

えられている、 

請求項６～９のいずれか１項に記載の装置（２）。 

【請求項１１】 

前記距離測定センサが、光波干渉計である、 

請求項１０に記載の装置（２）。」  

 

 

第３ 原査定の拒絶の理由  

 原査定の拒絶理由の概要は次のとおりである。 

 

理由１．（明確性） 

 本願の請求項１及び６には、「光学素子（１）の参照面」との記載があるが、

この「参照面」について、どういった面であるのかを規定する記載はなく、

「参照面」という表現のみでは、具体的にどういった面であるのか（何の「参

照」であるのか、光学素子（１）そのものに設けられている面であるのか、そ

れ以外のものに設けられている面であるのか、等）を、発明の詳細な説明を参

酌しても把握することができず、不明確である。 

 したがって、本願発明は明確であるとはいえないから、本願の特許請求の範

囲の記載は、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。 

 

理由２．（新規性） 

 本願発明１、４～６、８、１０～１１は、下記の引用文献１に記載された発
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明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることがで

きない。 

 

理由３．（進歩性） 

 本願発明１、４～６、８、１０～１１は、下記の引用文献１に記載された発

明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を

有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第

２項の規定により特許を受けることができない。 

 

 本願発明２～３、７、９は、下記の引用文献１及び２に記載された発明に基

いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する

者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の

規定により特許を受けることができない。 

 

記 

  

 引用文献１：特開平１１－０５１６２４号公報 

 引用文献２：特開２００９－２４４２２６号公報 

 

第４ 理由１についての当審の判断 

１ 請求項１の記載について 

（１）本願発明１の構成 

 本願発明１は、「光学素子（１）の表面の偏心（Ｄ）及び傾き（Ｖ）を測定

するための方法」の発明であって、その構成は、以下のＡ～Ｄに分説される。

下線は当審が付した。 

 

 Ａ 「－前記光学素子（１）の表面の少なくともすべての光学的に使用され

る表面部分及びフレームに当たる表面部分（１．１から１．５）、及び、光学

素子（１）の参照面が、その全面にわたって採録され、共通の座標系で互いに

参照され、」 

 

 Ｂ 「－前記表面部分（１．１から１．５）及び参照面の各々の表面形状偏

差が、前記光学素子（１）のために保存された、各々の意図された表面に対し

て算定され、」 

 

 Ｃ 「－前記表面部分（１．１から１．５）及び参照面の各々の位置が、前

記共通の座標系で、前記表面形状偏差の各々から確定され、」 

 

 Ｄ 「－少なくとも一つの傾き（Ｖ）及び少なくとも一つの偏心（Ｄ）が、

座標系における前記各表面部分（１．１から１．５）及び参照面の形状に応じ

た位置から、算定される、」 
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（２）「光学素子（１）の参照面」について 

 本願発明１の上記構成Ａ～Ｄにおいては、「光学素子（１）の参照面」及び

「参照面」（以下では、これらを総称して単に「参照面」ともいう。）という

発明特定事項があるところ、請求項１には、「参照面」が何処を指すのかにつ

いて、明記されていない。そこで、本願発明１の「参照面」が何処を指すもの

であるかを特定するため、本願の明細書及び図面の記載も参照しながら、以下

検討する。 

 

 ア 上記構成Ａの「前記光学素子（１）の表面の少なくともすべての光学的

に使用される表面部分及びフレームに当たる表面部分（１．１から１．５）、

及び、光学素子（１）の参照面」について、かかる記載を文字どおり解釈すれ

ば、「光学素子（１）」は、「少なくともすべての光学的に使用される表面部

分及びフレームに当たる表面部分（１．１から１．５）」（以下、単に「表面

部分（１．１から１．５）」という。）と「参照面」を有していると理解でき

る。 

 念のため、本願の願書に添付した外国語書面の記載を確認すると、その

「PATENT CLAIMS」の「1.」には、「at least all optically used and frame-relevant 

partial surface (1.1 to 1.5) of a surface of the optical element (1) and reference faces of 

the optical element (1)」と記載されており、また、本願の優先権証明書の記載も

確認すると、その「PATENTSPUECHE」の「1.」には、「zumindest alle optisch 

genutzten und fassungsrelevanten Teiloberflaechen (1.1 bis 1.5) einer Oberflaeche des 

optischen Elements (1) und Referenzflaechen des optischen Elements (1)」と記載され

ているから、構成Ａの上記記載に日本語の誤訳が含まれているとは認めらず、

特に、「of the optical element (1)」や「des optischen Elements (1)」という外国語

原文の記載は、光学素子（１）が有する、あるいは、光学素子（１）に属する

ということを意味するから、上記のような理解は、上記外国語原文に照らして

も妥当なものであるといえる。 

 

 イ 上記アで述べた理解の下、まず、「表面部分（１．１から１．５）」が

「光学素子（１）」のどの部分を指すものであるかについて、本願の明細書及

び図面の記載を参照してみると、段落【００３２】には、「図１は光学素子１

を示しており、光学素子１は光学レンズであり、球面である光学的に使用され

る第一の表面部分１．１、非球面である光学的に使用される第二の表面部分１．

２、及び、３つの枠相当表面部分１．３～１．５がある。ここで、光学素子１

の枠相当表面部分１．３～１．５は、光学素子１の後の使用の間、枠の中に設

置されるために設けられる光学素子１の表面部分１．３から１．５を意味する

と理解される。」と記載されており、【図１】の図示内容を参照すると、光学

素子１は、第一の表面部分１．１、第二の表面部分１．２、枠相当表面部分１．

３、１．４及び１．５によって、その表面のすべてが規定されていると解され

るから、「表面部分（１．１から１．５）」は、「光学素子（１）」の表面全

面を指すものと解される。 
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 ウ 次に、「参照面」が「光学素子（１）」のどの部分を指すものであるか

について、本願の明細書及び図面の記載を参照してみると、段落【００３８】、

【００４０】、【００４１】、【００４４】及び【００４５】には、「参照面」

が「不図示」である旨記載されているから、本願の図面【図１】～【図４】の

図示内容のみから「参照面」の位置を特定することはできない。 

 

「【図１】 

 
」 

 

「【図２】 

 
」 

 

「【図３】 
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」 

 

「【図４】 
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」 

 

 エ そこで、「参照面」に関する明細書の他の記載について着目すると、段

落【００４０】には、「方法の第一の実施態様に従って、表面部分１．１から

１．５及び参照面（不図示）が、例えば“LUPHOScan‐ Fast non-contact 3D 

topology measurement of spheres, aspheres, flats and freeform; Luphos GmbH, 

Weberstrase 21, 55130 Mainz, Germany; 05/2013”に記述された公知の方法を用い

て、及び／又は、ここに記述される装置を用いて、採録される。ここで特に、

対応する表面のらせん状の全面スキャンが、その三次元画像が採録されるよう

に実行される。これを実現するために、光学素子１の表面部分１．１から１．

５及び参照面を採録するために、少なくとも一つの距離測定センサが、光学素

子１の表面部分１．１から１．５及び参照面にわたって移動軸沿いに直線的に

動かされる（より詳しいことは開示されない）。また、対応する表面部分１．

１から１．５又は参照面と距離測定センサとの間の距離が算定される。同時に、

光学素子が、対応する表面部分１．１から１．５と参照面のらせん状の全面ス
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キャンが実行されるような方法で、距離測定センサの移動軸と実質的に垂直に

延在する回転軸の周りを回転する。」と記載されているから、「参照面」は、

「表面部分（１．１から１．５）」と同様に測定対象となるものであって、

「光学素子（１）」に仮想的に設定された面ではなく、「光学素子（１）」に

現実に存在する面であると認められる。 

 そして、同段落には、「このプロセスにおいて、距離測定センサは、各測定

ポイントにおいて、その光学軸が測定される参照面と表面部分１．５に垂直に

延在するように配置される。実施例の場合には、距離測定センサは光波干渉計

である。」と記載されているから、「参照面」と「表面部分１．５」は、「距

離測定センサ」の「光学軸」に対して「垂直」、すなわち、「参照面」と「表

面部分１．５」とは平行な面であることが読み取れる。 

 

 オ そうすると、「参照面」は、「光学素子（１）」に現実に存在する面で

あって、「表面部分１．５」と平行な面であるということになるところ、【図

１】の図示内容を参照すると、「表面部分１．３」と「表面部分１．５」は光

学素子１に現存する面であって、両者は平行であるように見えるから、本願発

明１の「参照面」とは、「表面部分１．３」を指すようにも思える。この点に

つき、請求人も、平成３０年５月３０日提出の意見書において、「参照面の具

体的な構成は例えば表面部分１．３として図１に図示されています。」と主張

している。 

 

 カ しかしながら、本願発明１の「参照面」が「表面部分１．３」を指すと

解することは、以下（ア）～（ウ）で述べるように記載上の不整合あるいは矛

盾を生じることになり、かかる解釈を正当化することはできない。 

 

 （ア）まず、「参照面」が「表面部分１．３」を指すのであれば、それは

【図１】において「１．３」として明示されているのであるから、明細書にお

いて、参照面は、例えば、表面部分１．３である旨を記載して当然であるとこ

ろ、上記ウで述べたように、明細書では、「参照面」が「不図示」であるとし

ており、「参照面」の説明として整合しない。 

 

 （イ）また、上記構成Ａでは、「表面部分（１．１から１．５）、及び、光

学素子（１）の参照面」とあり、構成Ｂ～Ｄにおいても、「表面部分（１．１

から１．５）及び参照面」とあることから、上記構成Ａ～Ｄのすべてにおいて、

「参照面」は「表面部分（１．１から１．５）」とは別の構成要素として扱わ

れている。そうすると、「参照面」は、「光学素子（１）」が有するものでは

あるが、「表面部分（１．１から１．５）」に属するものではなく、「表面部

分（１．１から１．５）」と「参照面」とは、別々の部分であると解するのが

自然である。 

 他方、「参照面」が「表面部分１．３」を指すという解釈は、「参照面」は

「表面部分（１．１から１．５）」とは別の構成要素でなくてもよいことを前

提とするものであり、このような前提は、上述したことと相容れない。 
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 （ウ）この点に関し、明細書の記載を参照すると、段落【００５０】には、

「図４は、光学素子１の表面部分１．１から１．３と参照面の少なくとも一つ

の偏心Ｄと少なくとも一つの傾きＶとを測定するための本発明の装置２の実施

可能性のある例を示している。ここで、光学素子１は、光学的に使用される２

つの表面部分１．１，１．２と一つの枠相当表面部分１．３とに、大幅に簡略

化されている。しかしながら、装置２は、光学的に使用されまた枠に相当する

表面部分１．１から１．５及び参照面の数や配置に関わらない、あらゆる光学

素子１の偏心Ｄと傾きＶを測定するために、具体化されている。」と記載され

ており、光学素子１を「光学的に使用される２つの表面部分１．１，１．２と

一つの枠相当表面部分１．３とに、大幅に簡略化」した場合であっても、「表

面部分１．３」と「参照面」とは別々に論じられているから、「参照面」が

「表面部分１．３」を指すという解釈には無理があることは明らかである。 

 

 キ 以上検討したことを総合すると、結局のところ、本願発明１の「参照面」

が「光学素子（１）」の何処を指すものであるかについて、本願の明細書及び

図面の記載を参酌しても特定することはできない。 

 

 

（３）本願発明１の明確性について 

 

 ア 本願発明１の上記構成Ａ～Ｄでは、そのすべてにおいて、「参照面」は

「表面部分（１．１から１．５）」と並んで同等に扱われており、「表面部分

（１．１から１．５）」について、その「形状」、「表面形状偏差」及び「位

置」が規定されるのと同様に、「参照面」についても、その「形状」、「表面

形状偏差」及び「位置」が規定されているから、「光学素子（１）の表面の偏

心（Ｄ）及び傾き（Ｖ）を測定するため」には、「表面部分（１．１から１．

５）」について得られた情報だけでは足らず、「参照面」について得られた情

報も利用しなければならないことが、上記構成Ａ～Ｄから読み取れる。 

 しかしながら、上述のとおり、本願発明１の「参照面」が「光学素子（１）」

の何処を指すものであるかについて、本願の明細書及び図面の記載を参酌して

も特定することはできないから、「光学素子（１）の表面の偏心（Ｄ）及び傾

き（Ｖ）を測定する」にあたって、どの面を「参照面」としたらよいのか当業

者であっても見当をつけることすらできない。また、本願発明１の「参照面」

が「光学素子（１）」の何処を指すか特定できない以上、本願発明１の範囲も

特定できず、したがって、実在するある具体的な測定方法が、本願発明１の範

囲に入るか否かについても、当業者が判断できるとはいえない。 

 

 イ また、上記（２）イで述べたとおり、「表面部分（１．１から１．５）」

は「光学素子（１）」の表面全面を指すものと解されるところ、「参照面」が

「光学素子（１）」に現実に存在する面であるとすると、「参照面」は表面部

分１．１、１．２、１．３、１．４及び１．５のうちのいずれかに属すると解
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さざるを得ない。 

 そこで、本願の明細書及び図面には、積極的な根拠となる記載は見いだせな

いものの、本願発明１は、これらの表面部分１．１～１．５のいずれかを任意

に選んで「参照面」としたものであると善解した場合について検討してみるに、

上記アにおいて述べたとおり、上記構成Ａ～Ｄでは「表面部分（１．１から１．

５）」と「参照面」とは並んで同等に扱われているから、表面部分１．１～１．

５のいずれかを任意に選んでそれを「参照面」と位置づけることの意義は不明

である。 

 

 ウ さらに、「参照面」が「光学素子（１）」に現実に存在する面であると

いう前提からも離れて、例えば、「光学素子（１）」に設定された仮想的な面

であるとか、そもそも「光学素子（１）」が有する面ではなく、「光学素子

（１）」にとって参照可能な面であればどこでもよいと解した場合には、なお

さら「参照面」がどのように設定されるべきかを適切に開示すべきであるが、

これまで確認したようにかかる開示は明細書及び図面を参照しても存在しない

のであるから、そのような解釈をした場合でも不明確性が残ることに変わりは

ない。 

 

 エ 以上のとおりであるから、「参照面」が何処を指すものであるかについ

て、明細書及び図面を参照しながら、どのように検討してみたところで、本願

発明１の明確性の欠如は免れない。 

 

 

２ 請求項６の記載について 

 本願発明６は、「光学素子（１）の表面の偏心（Ｄ）と傾き（Ｖ）を測定す

るための装置」の発明であって、本願発明１と同様に、その構成に「参照面」

という発明特定事項があるところ、請求項６には、「参照面」が何処を指すの

かについて明記されていないから、上記１において検討した内容が同様に当て

はまる。 

 したがって、本願発明６は明確であるとはいえない。 

 

３ 請求人の主張について 

（１）審判請求書における主張 

 請求人は、審判請求書において、 

「（１）明確性（特許法第３６条第６項第２号）について  

 拒絶理由において、請求項１、６に記載された「参照面」が不明確であると

指摘されています。 

 この点、光学の技術分野における当業者には「参照面」という文言は、例え

ば次の資料に示されるとおり明確であると思料します。例えば、工業規格 ISO 

10110-19「光学素子及びシステム用の製図手法－第 19 部：表面及び構成部品の

一般的な記載」（原文は英語）において、Referencing、つまり参照面（本願の

明細書原文では“reference face”）について記述があります。詳細は次のとおり
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です。 

『４ 参照（Referencing）  

４．１ 一般  

 一般表面は、例えば ISO 5459 でいう焦点公差を定義するために、プロセスチ

ェーンで用いられる座標系と関連付けられる。一般表面は、図１に示されるよ

うに、３つの本質的な座標系を有しうる。 

－数学的な記述の原点；  

－参照軸と表面との交点における参照座標系； 

－構成部品参照点。 

注記 数学的な表面の記述の原点が、用いられる表面領域の外にあるならば、

２つの別の参照軸を使用することも有用でありえる；製造のための１つの参照

軸（例えば高速ツールサーボ加工軸）と、測定のための１つの参照座標系であ

る。両方の座標系が幾何学的意味を持つが、それらは物理的ではなく、それゆ

え構成部品参照点によって参照されるのに有用である。参照（Referencing）は、

プロセスマシーンおよび測定装置の座標系とハイレベルアッセンブリとの両方

に、一般表面の明確な参照を確立する。（ISO 10110-19:2015, page 2 より翻訳し

て引用、下線は出願人による）』  

 このように、参照表面（参照面も同じ）が、製造の間も（すなわち、プロセ

スマシーンの座標系のこと）、組み立てられた状態でも（すなわち、ハイレベ

ルアッセンブリのこと）、（測定のために）アクセス可能であることは、当業

者には明確です。  

 また、“参照（表）面”という用語は、光学の技術分野における出版物（出願

人とまったく関係ない著者によるものです）と完全に同じです。例えば、アリ

ゾナ大学 Jim Burge 教授の教育用資料「Mounting of Optical Components, 

Mounting of lenses（光学部品のマウント、レンズのマウント）」においても言

及されています。  

 



 14 / 16 

 

 
 

（ https://wp.optics.arizona.edu/optomech/wp-content/uploads/sites/53/2016/08/26-

Mounting-of-lenses-1.pdf より引用） 

 上述のとおり、参照面とは、発明の属する技術分野において一般的な用語で

あり、その意味は明確であると思料します。」 

と主張をしている（下線は当審が付した。以下同様。）。 

 しかしながら、請求人の主張するように「参照面」という用語が本願発明の

属する技術分野において一般的に用いられている用語であるとしても、そのこ

とと、本願発明の「参照面」が具体的に何処を指すのかということとは、別の

問題であり、また、一般的な用語であるからこそ、本願発明では「参照面」が

何処を指すのかを適切に開示しなければ、明確性が欠けることになるのである。 

 さらに、請求人の提示した上記教育用資料によれば、「REFERENCE 

SURFACE 参照表面」として矢印にて指示されている箇所は、光学部品（レン

ズ）のマウント部の底面であると読み取れるが、上記１（２）アにおいて述べ

たように、本願発明の「参照面」は、「光学素子（１）」が有するものである

と理解されるから、光学部品（レンズ）のマウント部の底面が参照表面である

旨主張しても、本願発明の「参照面」が何処であるかを明らかにしたことには

ならない。 

 したがって、請求人の上記主張は採用できない。 

 

（２）意見書における主張 

 請求人は、平成３０年５月３０日提出の意見書において、 
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「（４）「参照面」について 

 一般的な技術的意味において、参照面とは、光学素子がフレームに取り付け

られた時、及び、取り付けられていない時の両方において、測定のためにアク

セス可能である面です。参照面の具体的な構成は例えば表面部分１．３として

図１に図示されています。光学的に使用される面及びフレームに当たる面が参

照面として 1 つの共通の座標系に関して決定されると、参照面がリンクとなっ

て、フレームに取り付けられていない位置で実行された測定値を、フレームに

取り付けられた光学素子において参照することができます。この方法によれば、

光学素子がフレームに取り付けられていない状態で、光学素子をより簡単に測

定できるという利点があります。 

 本発明における「参照面」の技術的意味は、段落【００１５】の、すべての

表面部分及び参照面を採録することが同時に行われるとの開示、段落【００１

６】の、表面部分と参照面が全面スキャンされるとの記載によってサポートさ

れています。これらの記載から、参照面は、光学素子がフレームに取り付けら

れていない（マウントされていない）位置においてアクセス可能でなければな

らないことが理解されます。また、さらなるサポートとして、段落【００１８】

～【００２０】には、参照面に関する測定も含むすべての測定が、１つのワー

キングステップで実行されることが開示され、段落【００２２】～【００２３】

からは、表面部分と参照面が同時に光学的に採録されるように、装置が設計さ

れていることが理解されます。 

 一方で、確かに、参照面は光学素子がフレームに取り付けられた時にもアク

セス可能であることは、明示されていません。しかしながら、本願発明は光学

素子の偏心及び傾きを測定する発明であり、当業者には、参照面の目的は、フ

レームに取り付けられた状態と取り付けられていない状態との間のリファレン

スを作ることであることは明確であると思料します。この目的のために、参照

面は、フレームに取り付けられた位置においてもアクセス可能でなければなら

ないことは、当業者には自明であると思料します。表面部分１．３は技術的に

これらの要件を満たすものです。」と主張をしている。 

 しかしながら、上記１（２）カにおいて述べたとおり、「参照面」が「表面

部分１．３」を指すと解することはできない。 

 したがって、請求人の上記主張は採用できない。 

 

 

第５ むすび  

 以上のとおり、本願発明は明確であるとはいえないから、本願は、特許請求

の範囲の記載が特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしておらず、

他の理由について検討するまでもなく拒絶をすべきものである。 

   

 よって、結論のとおり審決する。  

 

  令和１年１２月１９日 
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審判長 特許庁審判官 小林 紀史 

特許庁審判官 濱野 隆 

特許庁審判官 梶田 真也 

 

 

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示） 

 この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日（附

加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を被告と

して、提起することができます。 

  

審判長 小林 紀史 

 出訴期間として在外者に対し９０日を附加する。 

 

 

〔審決分類〕Ｐ１８．５３７－Ｚ（Ｇ０１Ｂ） 
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